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職務上請求書使用簿記録の報告について 
  

 

標記について、戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程第 13 条にあ

るとおり使用簿の写しを平成 21年 1月 31日までに提出するよう通知致します。 

今年度より様式が変更になっておりますので、記載例及び記載要領を熟読の上、作

成されますようお願い致します。 

但し、今年分については、規程改正後の下記期間に使用した分の報告といたします。 

 

報告使用期間：５月１日～１２月３１日 


